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労務改善セミナー開催のご案内 
 

 本会では、税制改正や働き方改革等の労働関連法改正により影響を受ける組合等への経営改善支援を

行うため、制度改正等の課題解決環境整備事業を実施しています。 

 当事業の一環として最近の労働関係の法改正への対応をテーマとした労務改善セミナーを下記の通り

開催します。 

 

１．日時 

令和５年７月５日（水）１４時～１６時 

 （受付：１３時３０分） 

２．会場 

富山県総合情報センター４階 第１・２会議室 

 （富山市高田５２７） 

 ※別途Ｚｏｏｍによる配信も行います。 

３．テーマ 

 「最近の労働関連法の改正と実務対応」 

（１）改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法） 

（２）改正育児介護休業法 

（３）社会保険手続きの電子化 

４．講師 

 湊 恒成 氏（富山中央社会保険労務士法人 

代表、社会保険労務士、産業カウンセラー、認定

ハラスメント相談員１種） 

５．お申込み方法 

 下記ＵＲＬより、チラシをダウンロードし、Ｆ

ＡＸでご応募いただくか、応募フォームよりご応

募ください。 

 https://www.chuokai-toyama.or.jp/b0VZXZ 

６．提出・お問い合わせ先 

 富山県中小企業団体中央会 流通・労働支援課 

 ＴＥＬ．０７６－４２４－３６８６ 

 ＦＡＸ．０７６－４２２－０８３５ 

 

◇ 富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金（第４

次募集）のご案内 

 

 富山県では、新型コロナ又は物価やエネルギー

価格の高騰の影響により売上が減少又は利益率が

減少した県内事業者を対象に、富山県中小企業ビ

ヨンドコロナ補助金事業を実施します。 

 今回募集する第４次募集では、エネルギー価格

高騰対策分として省エネ、省資源対策等の意欲的

な取組みを幅広く支援するとともに、省エネ診断

の受診、省エネ診断の結果に基づく省エネ対策を

支援する「省エネ診断等」を新設しました。 

 

１．補助対象者 

 富山県内に主たる事務所又は事業所（本社登記

が県内）を有し、新型コロナ又は物価高騰の影響

を受け、売上高が減少又は利益率が減少(△５％

以上)のいずれかに該当する中小企業者、小規模

企業者、ＮＰＯ法人、医療法人、組合 

２．補助対象経費 

 開発費、展示会等出展費、謝金、旅費、広報費、

印刷製本費、通信運搬費、雑役務費、借料、機械

装置・システム費、備品購入費、外注費、改装等

工事費、設備処分費、その他経費 
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３．補助対象事業 

（１）生産性向上枠 

  ①燃料・電力の消費抑制又は原材料費の削減 

を図る事業等で生産コストを低減すること 

が見込まれるもの 

・高効率装置への更新による不良率の低 

下・消費電力削減 

   ・運送事業におけるハイブリッドカーや電 

気自動車への更新 

   ・原材料の変更に伴う製造設備の改修 

   ・業務オペレーションの見直しや改善によ 

る業務効率化 

  ②省エネ診断等 

   ・省エネ診断の受診 

   ・省エネ診断の結果に基づく省エネ対策 

  ・通常補助率：中小・組合 2/3、小規模 3/4 

  ・引上げ補助率：中小・組合 3/4、小規模 

 4/5 

   ※労働生産性向上・賃上げ要件を満たした 

場合に補助率を引上げ 

  ・補助額：上限：300万円、下限：10万円 

   ※省エネ診断単体の申請は補助下限なし 

（２）特別枠 

  ①企業間連携「ワンチームとやま」 

   複数企業が連携した新ビジネス創出や生産 

性向上事業 

   ・同業・異業種の企業が連携した新商品の 

開発 

   ・共同購入、共同販売、共同配送等による 

新事業展開 

  ②業態転換・事業承継 

   業態転換による新市場開拓や事業承継によ 

る新事業立上げ 

・デジタル技術を活用した異分野参入（ス 

マート農業・林業等） 

   ・古民家を活用した観光事業参入や新規店 

舗の開業 

   ・既存顧客への新サービス提供（衣料品店 

によるカフェ併設等） 

  ・補助率：中小・組合 3/4、小規模 4/5 

  ・補助額：上限：200万円、下限：50万円 

  ③ＤＸ 

   ビジネスモデルの変革や業務プロセスの最 

適化を図る事業で、事業完了後１年以内に、 

労働生産性が３％以上向上することが見込 

まれるもの 

・ＡＩを活用した需要予測システムの開 

発・導入 

   ・検査工程を自動化するカメラ検査機器の 

導入 

   ・予約、接客業務の一元管理システムの導 

    入 

  ④カーボンニュートラル 

   二酸化炭素の排出量削減を図る事業で、事 

業完了後１年以内に、生産に係る二酸化炭 

素排出量を減少（生産額/二酸化炭素排出 

量の比率を３％以上向上）することが見込 

まれるもの 

・生産設備のエネルギー源の転換（化石燃 

料→電力等） 

   ・グリーン電力への転換に伴う設備更新 

   ・二酸化炭素排出量の見える化に関する取 

組み 

  ・通常補助率：中小・組合、小規模 2/3 

  ・引上げ補助率：中小・組合 3/4、小規模 

    4/5 

   ※労働生産性向上・賃上げ要件を満たした 

場合に補助率を引上げ 

  ・補助額：上限：300万円、下限：100万円 

４．補助額・補助率 

 補助上限額：120万円、補助下限額：10万円 

 補助率：補助対象経費総額（税抜）の 6/10 

５．申請方法 

 下記ＵＲＬより、書類をダウンロードし、郵送

いただくか、オンラインにて申請ください。 

 https://www.tonio.or.jp/info/20220301-bc19/ 

６．申請期間 

 令和５年６月２０日（火）～８月１８日（金） 

 ※省エネ診断等に係る申請は～８月３１日（木） 

 



 

とやま中央会ＦＡＸ情報 №６５７                             3 

７．申請・お問い合わせ先 

 富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金事務局 

 〒930-0004 富山市桜橋通り 3-1 

富山電気ビルディング 

ＴＥＬ．０７６－４４４－５４７６ 

 

◇ 「企業の障害者雇用担当者への個別支援」の

ご案内 

 

富山県では、企業の障害者雇用担当者に対し、

民間コンサルティング会社の障害者雇用支援コー

ディネーターを派遣し、障害者の雇用に向けた個

別支援を行います。 

 

１．対象者 

（１）令和５年度に障害者の雇用を目指す企業 

（２）富山県内に本社を置く企業 

（３）申込時に法定雇用率が2.3%未満であること 

※障害者を一人も雇用していない企業を優先し 

ます 

２．支援内容 

（１）障害者雇用の担当者に対し、障害者雇用支 

援コーディネーターが、障害者の採用前の 

準備段階から採用後の職場定着まで、企業 

のニーズに応じながら一貫した個別支援を 

行います。 

（２）ハローワーク担当者との定期的な相談を踏 

まえ、必要に応じて他の支援機関からの支 

援も受けながら取組みを進めます。 

（３）個別支援を通じて、企業の担当者の方に、 

障害者雇用のノウハウを習得していただき、 

更なる障害者雇用につながるようサポート 

します。 

 

３．申込み方法 

 下記ＵＲＬより、お申込みください。 

 https://toyama-navi.jp/ 

４．お問い合わせ先 

 株式会社綜合キャリアトラスト（委託企業） 

ＴＥＬ．０７６－４４２－２５５０ 

 

◇ 一般労働者・事業主向け労働契約等解説セミ

ナーのご案内 

 

厚生労働省では、民間コンサルティング会社に

委託し、事業主や人事労務担当者等を対象に、労

働契約に関するルール等について解説します。テ

キスト、受講料は無料です。 

 

１．対象者 

 労働者、企業の人事労務担当者、事業主、就職 

希望者 等 

２．開催期間 令和５年６月～１２月 

３．開催日程 

６月２９日（木）、３０日（金）、７月４日 

（火）、１２日（水）、２０日（木）、２７日 

（木）、８月２日（水）、１０日（木）、 

２５日（金）、２９日（火）、９月６日 

（水）、１４日（木）、２２日（金）、２６日 

（火）、１０月４日（水）、１２日（木）、 

２０日（金）、２４日（火）、１１月１日 

（水）、９日（木）、１７日（金）、２１日 

（火）、１２月６日（水）、１４日（木） 

４．開催回数 合計２４回程度 

５．開催形式 Ｚｏｏｍによるオンライン配信 

６．定員 各回１００名程度 

 

 

元気いっぱいのファーストバンクです。 
新オートローン・新型住宅ローン 

                富山第一銀行 
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７．講演内容 

（１）１３時３０分～１５時４０分 

受託業者によるセミナー 

  ①「労働契約法をはじめとした労働関係法令 

の基礎について」（約６０分） 

  ②「無期転換ルールについて」（約３０分） 

  ③「副業・兼業の促進に関するガイドライ 

ン」（約３０分） 

（２）１５時５０分～１６時５０分 

   個別相談会 

８．申込み方法 

下記ＵＲＬの応募フォームより、お申込みくだ

さい。 

https://roukeiseminar.mhlw.go.jp/ 

９．お問い合わせ先 

 ランゲート株式会社（委託企業） 

 ＴＥＬ．０７５－７４１－７８６２ 

 

◇ 専門家派遣事業のご案内 

 

 公益財団法人富山県新世紀産業機構では、中小

企業者が抱える経営、技術、情報化等に関する

種々の問題を解決し、中小企業の順調な発展・成

長を促進するため、適切な診断・助言・アドバイ

スを行う専門家を派遣します。 

 

１．対象企業 

 下記の要件に合致する中小企業者の方。 

（１）創業を予定している、又は経営革新等を行 

って経営の向上を目指す意欲があること。 

（２）経営革新等、経営の向上に係る目的あるい 

は目標が明確であること。 

（３）専門家派遣により、支援の効果が期待でき 

ること。 

２．支援例 

経営計画策定と取組み方法の指導、労務管理・

人事規定の見直し、新商品開発と市場調査 等 

３．派遣回数 最大８回（１事業者あたり１案件） 

４．費用 

 原則派遣１回につき 10,000 円及び専門家の旅

費の 1/3 

５．お問い合わせ先 

 公益財団法人富山県新世紀産業機構 

中小企業支援センター 経営支援課 

支援マネージャーグループ 

ＴＥＬ．０７６－４４４－５６０５ 

 

◇ 出前講座・指導者派遣のご案内 

 

 公益財団法人富山県新世紀産業機構では、デジ

タル化に悩む中小企業者を支援するため、出前講

座・指導者派遣を行います。相談は無料です。 

 

１．出前講座 

 ＩｏＴ・ＡＩ等のデジタル化を基本から学びた

い経営者や現場担当者向けに、コーディネーター

が現場訪問し、講座やＩｏＴ機器による「見える」

化体験を実施します。（無料） 

２．指導者派遣 

 ＩＴ導入指導や構築経験を持つ指導者を現場に

派遣し、現場改善を提案します。（初回無料、

２・３回目各 10,000円） 

３．お問い合わせ先 

 公益財団法人富山県新世紀産業機構 

 ＴＥＬ．０７６－４４４－５６０８ 
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